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項　　目 単　価 実施人数 月　数 金　額 備　考

まる元運動教室開催業務 60 12

小 計

再 計

消 費 税 10 ％

合 計

まる元運動教室開催業務委託



 

 

仕 様 書 

（まる元運動教室開催業務委託） 

 

１ 目的 

  要支援等の介護認定者が増加していることを背景に、現在、介護認定を受けていない高齢者が 

要介護認定となることを予防するため、気軽に通うことができる介護予防教室（まる元運動教室） 

を開催することで、介護予防に取り組んでもらい、健康寿命の延伸を図る。 

         

２ 対象者 

  ６５歳以上の町民で医師から運動を禁止されていない方 

（送迎付き介護予防教室参加者、体力増進教室参加者、介護保険の要介護認定者を除く） 

 

３ 定員 

  ３クラス各２０人（ただし、指導員が認めた場合は各クラス２５人までは受入可能とする） 

 

４ 実施期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

５ 実施場所 

  めむろ駅前プラザ『めむろーど』（芽室町本通１丁目１９番地）等 

  やむを得ない事由により、会場を使用することができない場合は、町内の他の公共施設で実施 

する場合がある。 

 

６ 実施時間 

  原則、毎週火曜日（祝日および役場閉庁日等を除く） 

  ・Aクラス：午前 ９時３０分～午前１１時００分 

  ・Bクラス：午後１２時３０分～午後 ２時００分 

  ・Cクラス：午後 ２時００分～午後 ３時３０分 

 

７ 実施内容 

  事業の実施にあたっては、実施期間全体における実施計画を作成し、委託者の了解を得た上 

で、以下に定める事項に基づき実施すること。 

 （１）教室運営 

   ・会場設営、後片付け 

   ・健康状態の確認（まる元運動教室の基準に準じる） 

   ・受託者による介護予防プログラム、レクリエーション等 

   ・教室終了時に参加者に関する健康状態等についてカンファレンスを実施 

   ・年２回体力測定を実施する（体力測定会・年度末） 

    ※年度途中参加者は通室開始時に初回評価を実施する 

 （２）個別健康相談・健康指導 

    参加者から聞き取った相談等については、カンファレンスにて共有する。 

 

 



 （３）評価 

    教室にて実施した体力測定結果を共有すること。年度末に当該年度評価とともに、経年の

分析評価を行い、結果を共有すること。調査研究等に伴う情報共有をすること。 

  

（４）実施報告 

    教室実施毎に報告書を委託者に提出する。 

 

 （５）町民活動総合保障制度の適応 

    町民活動総合保障制度の適応となる事故が発生した時には、直ちに委託者に報告するこ

と。 

 

８ スタッフ等の確保 

  健康運動指導士他、教室運営に必要なスタッフは、受託者より派遣すること。 

  ただし、教室実施に係る周知、参加者の決定事務、当日の受付及び医療専門職による健康チェ 

ック（体調管理）については、委託者が実施する。 

 

９ その他留意点 

 （１）関係書類は契約満了後においても５年間保存すること。 

（２）上記に記載のない事項については、協議すること。 

  

 


